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徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見について

このことについて，別添のとおり意見を取りまとめましたので，

徳島県公共事業評価委員会設置要綱第２条の規定に基づき提出します。
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徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

令和７年度再評価対象事業（農林水産部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

経営体育成基盤整備事業

・和田島地区 継続することが適切である。
わ だ じ ま

老朽ため池等整備事業

・一の堰地区 継続することが適切である。
いち せき

・大谷溜地区 継続することが適切である。
おおたにだめ

林道開設事業

・広岡池ヶ谷線 継続することが適切である。
ひろおかいけがだにせん

・樫尾阿佐線 継続することが適切である。
か し お あ さ せ ん
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徳島県公共事業評価委員会の審議対象事業に対する意見

令和７年度再評価対象事業（県土整備部所管事業）

事業名・箇所名 委員会の意見

道路改築事業

・阿南小松島線（立江櫛渕工区） 継続することが適切である。
たつ え くし ぶち

小松島 南 ＩＣ
こ まつしまみなみ

・徳島津田インター線(津田②工区) 継続することが適切である。
つ だ

徳島津田ＩＣ
とく しま つ だ

・徳島環状線（国府藍住工区） 継続することが適切である。
こく ふ あい ずみ

広域河川改修事業

・那賀川（阿井） 継続することが適切である。
な か がわ あ い

・那賀川（十八女） 継続することが適切である。
な か がわ さ か り

総合流域防災事業業

・福井川 継続することが適切である。
ふく い がわ

・熊谷川 継続することが適切である。
くま たに がわ

・善蔵川 継続することが適切である。
ぜん ぞう がわ

事業間連携河川事業

・日和佐川 継続することが適切である。
ひ わ さ がわ

通常砂防事業

・前山谷 継続することが適切である。
まえ やま だに

・オモ谷 継続することが適切である。
だに

地すべり対策事業

・久保 継続することが適切である。
く ぼ

公園事業

・南部健康運動公園 継続することが適切である。
なん ぶ けん こう うん どう こう えん
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○ 徳島県公共事業評価委員会名簿

氏 名 職 名

粟飯原 啓 子 建 築 家
あ い は ら けい こ

奥 嶋 政 嗣 徳 島 大 学 大 学 院 教 授
お く し ま ま さ し

後 藤 月 江 四国大学短期大学部准教授
ご と う つ き え

近 藤 有 紀 徳 島 経 済 研 究 所 研 究 員
こん どう ゆ き

橋 本 直 史 徳 島 大 学 大 学 院 准 教 授
はし もと なお し

松 重 摩 耶 徳 島 大 学 助 教
まつ しげ ま や

○ 山 中 英 生 徳島大学社会産業理工学研究部長
やま なか ひで お

（○は会長，五十音順，敬称略）
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